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この共同活動の手引きは、国が作成した全国共通の活動指針に

位置付けられた各活動について、活動のねらい、実施方法、配慮

事項等、活動指針を参考的に解説したものです。 
各地域では、地域協議会が作成する地域活動指針に位置付けら

れた活動に取り組むこととなるため、この手引きに記載した活動

以外の活動が含まれる場合もあることに留意して下さい。 
なお、本文中の波線部分は、北海道の地方裁量で追加・修正し

たものである。 
平成１９年３月 
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